
『サロン活動助成事業』における留意事項 

 

 サロン助成金を申請・報告いただく際に、下記の留意事項にご注意ください。 

 

≪対象事業について≫ 

おおむね６５歳以上の高齢者や、障がい者を対象とした居場所づくり、介護予防、生きがいづくり

を目的に開催する“サロン”が「サロン助成」の対象事業です。 

自治会や老人会等が主催の行事（夏祭り、地蔵盆、運動会、防災訓練、清掃活動など）は

助成の対象事業となりません。 

また、市の敬老会事業補助金を受けられている事業についても対象事業にはなりません。 

 

 

[例１：第○回ふれあいサロン（内容：茶話会）] 

 

              高 齢 者                 対象事業 

 

[例２：第○回いきいきサロン（内容：レクリエーションで世代間の交流）] 

 

       高 齢 者  ＋  こども           対象事業 

                              

[例３：○○町夏まつり]  

 

          高 齢 者     

       こども    おとな           対象外事業 

          ○○町住民 

 

※対象者(６５歳以上の高齢者や障がい者)の参加が、毎回おおむね５人を下回る活動は申請

いただけません。 

 

≪経費について≫ 

  サロン活動に係る費用が対象です。但し、アルコール類は対象外です。 

  また、運営スタッフの人件費についても対象外です。 

 

≪年度途中の申請について≫ 

年度途中に新規立ち上げのサロンなどで、助成の申請をされる場合、要綱第４条(４)

と同じ頻度で開催される活動について、申請を受付いたします。 

 

≪領収書について≫ 

助成金額分の領収書（レシートも可）（写し）を添付してください。 

なお、助成金を備品の購入等に充当いただくことは可能ですが、領収書の添付については

できるだけサロン運営に係る領収書の添付をお願いします。 

領収書には但し書きを記入してもらってください。領収書のないものについては、支払証

明書を作成し、証明者が押印してください。（別紙様式） 

 



 

≪助成金の精算≫ 

＊下記例のような場合、実績に基づいて、年間限度額５０，０００円の範囲内で、精算（返

還または追金）を行います。 

[例１]開催回数が変更（増えたまたは減った）となった 

[例２] サロンそのものが実施できなくなった 

[例３]事業費総額が助成額に満たない 

  

※年間開催回数が６回に満たない場合、助成金が全額返還となります。 

 

 

★申請および報告書類の作成などにあたって、ご不明な点は社協窓口にお問い合わせ

ください。 

 

 

 

■申請様式は、東近江市社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます。 

「東近江市社会福祉協議会 サロン活動助成」で検索してください 


